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文書管理 

日本赤十字放射線技師会  

副会長 文書管理担当 久保田 利夫 

 

当会では業務に関連する書類・帳簿等の整備に取り組んでいます。9月末に当院は、障害防

止法に規定されている定期確認・定期検査を受けました。改善すべき指摘事項はありません

でしたが、口頭による指導・助言がありましたので、別添いたします。ご参考になれば幸い

です。 

皆様の各施設に体系的普遍的な資料を提供できれば良いのですが、各施設個々の特長もあ

り度重なる法改正もあり現実的には難しいので、今後皆様方からも資料等を頂きながら障害

防止法の関係諸帳簿の整備を行いたいと考えております。以下に本年度の資料を添付いたし

ますのでご参考にしていただければ幸いと考えております。 

 

資料－１ 

口頭による指導・助言事項 

【当院の状況】 

ライナック 1台及び密封された放射性同位元素（PET－CTの校正用）が規制対象 

・ライナックの使用の方法 

  固定及び 360度回転、１２，０００Gy／３月（最大２，０００Gy／週） 

  方向利用率：下向照射１．０，上向照射１．０，横向照射左右各１．０ 

・PET－CTの校正用密封線源の使用の方法 
６８Ge－６８Ga ３７MBq×２個 機器に取り付けて使用する。 

使用時間は１６８時間／週（うち照射時間は２４時間／週）、 

２，１８４時間／３月（うち照射時間は３１２時間／３月）とする。 
６８Ge－６８Ga ４４MBq×１個 機器に取り付けて使用する。 

使用時間は２４時間／週、３１２時間／３月とする。 

・予防規定は日本赤十字社作成のものをほぼそのまま使用しています。 

【口頭による指導・助言事項】 

・放射線従事者名簿は、人数がわかるように Noを付け、新規登録と継続登録の区別、健康

診断実施日や教育訓練日が記入されていることが望ましい。 

・教育訓練の参加者名簿については、受講者自身による自筆記入が望ましい。 

・予防規定の組織図について 

・主任者は、院長の下でなく、放射線安全委員会同様に独立した立場であるので、資料－

１のような組織図が望ましい。   

 ・妊娠可能な女子に対しては、妊娠した場合には放射線管理上その旨を主任者に報告する

必要があることを教育事項として、周知徹底を図る。 

・個人被ばく線量の管理について 

メーカーによる測定値は、報告値であり、評価値ではない。月に一度は、主任者が放射

線作業従事者の被ばく線量を確認・評価し、記録紙に捺印すること。 

被ばく線量報告書は、個人情報でありそのとり扱いに注意を要し、手渡しすること。 

・リニアック使用記録の帳簿について 

許可条件が週あたりの規制であるため、週一度の主任者印があれば、安全管理責任者の



印はなくとも問題はないので、使用の記録を日報形式から週計形式に変更してもよいと

のこと（資料―２）。週計・3 ヶ月週計形式を実施されている神戸赤十字病院の帳簿を掲

載したします（資料―３－１．３－２）。 

・線源使用・保管・払出しの帳簿について 

線源を交換した年度においても、３月３１日の状態を明記し、必ず年度ごとに帳簿を   

閉鎖すること（資料―４）。なお、本年 10 月の文部科学省・原子力安全課放射線規制室

事務連絡によると、「帳簿を毎年３月 31 日又は廃止日においてに閉鎖すること」とし、

平成 21年 11月 1日から施行するとあります。 

 

資料―１（組織図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料－２（日計形式→週計形式） 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



資料－３－１（週計と 3ヶ月計） 

 
 

 

 



資料－３－２ 

 

 
 

 

 

 



資料－４（密封線源受入れ・保管・払出しの帳簿） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


